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◆多くの反対を踏みにじる 2・28「束ね法案」の閣議決定 
 政府は 2 月 28 日、原発 60
年超え運転等を認める法案を
閣議決定した。多くの反対の
声を踏みにじるこの暴挙を断
じて許すことはできない。 

78,000 筆以上の反対署名
等々での反対や、原子力規制
委員会での石渡委員の反対表
明等によって、首相は 2 月 17
日に「国⺠の不安払拭のため、
国会審議でしっかり説明でき
る準備をした上で、法案を閣
議決定すべき」と経産相と環
境相に指示し、一旦は 2 月 21
日の閣議決定を先送りせざる
を得なかった。しかし、これ
以上反対の声が強まるのを封
じようと、追い詰められなが
ら 2 月 28 日に閣議決定に踏
み切った。 

これらの背景には、表で示
しているように、全国の市⺠  

12月22日 GX実行会議 第5回 原発推進の「GX実現に向けた基本方針(案)」まとめる

12月22日
～約1か月

規制委など
パブコメ開始。規制委（12/22～1/20）、GX実行会議
（12/23～1/22）、原子力委員会（12/23～1/23）

1月19～
3月1日

経産省
「GX実現に向けた基本方針」についての全国説明・意見
交換会を始める。全国でわずか10箇所

1月24日 内閣
・「GX脱炭素電源法案」の概要をまとめる
・法案は、電気事業法と原子炉等規制法等を一本化した
「束ね法案」として2月下旬に国会提出予定

2月3日 大阪・GX意見交換会 6時間半にわたり、参加者一丸となってＧＸ撤回を求める

2月8日 規制委
・パブコメ結果報告　2,167件
・石渡委員が60年超運転等に反対を表明。継続議論

2月9日 市民
「40年原則守れ」署名提出・政府交渉
署名75,214筆を提出。前回分と合わせ78,877筆提出

2月10日 内閣 ＧＸ基本方針を閣議決定。パブコメ結果　3,966件

2月13日 規制委　臨時会議 石渡委員が反対のまま、多数決で60年超運転等を認める

2月15日 規制委
「高経年化した発電用原子炉の安全規制に関する検討チー
ム 」の設置を決める

2月15日 国会・予算委員会
枝野議員の質問に対し、首相は「60年制限は安全性の観
点から設けられた」と答弁

2月17日 首相
「国民の不安払拭のため、国会審議でしっかり説明できる
準備をした上で、法案を閣議決定すべき」と首相が経産相
と環境相に指示。環境相が規制庁長官に伝える

2月20日 原子力委員会 パブコメ結果　2,036件

2月21日 内閣 法案の閣議決定を先送り

2月22日 規制委
第1回「検討チーム」開催。国民向けの説明については具
体策示せず。今後1か月程で作成予定

2月28日 内閣 60年超え運転等を認める法案を閣議決定

✽国相手の大飯原発 3・4 号裁判（大阪高裁） 

５月２２日（月）は口頭弁論。 裁判にご参加を！ 

 14:30 大阪地裁 202 号大法廷 

（傍聴券抽選時間等分かり次第お知らせします） 

✽「美浜の会ニュース」定期購読を 

 購読料    年 2,000 円 
 サポート会員 年 3,000 円（購読料込） 
郵便振替 00950-6-308171 美浜の会 

美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会（美浜の会） 2023.3.1 http://www.jca.apc.org/mihama/ 

大阪市北区西天満 4-3-3 星光ビル 3 階 TEL：06-6367-6580 FAX：06-6367-6581 メール mihama@jca.apc.org 
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の強い反対がある。78,000 筆以上の「40 年
原則を守れ」署名、数千のパブコメでの反対
意見、経産省が実施した大阪での「意見交換
会」での 6 時間半に及ぶ反対意見等々。 

さらに、反対意見多数のパブコメが紹介さ
れた 2 月 8 日の原子力規制委員会では、石渡
明委員が、60 年超えの運転や、原子炉等規制
法から運転期間の定めを削除する等の改悪に
強い反対を表明した。規制委員会は継続審議
としたが、2 月 13 日の臨時委員会で多数決で
押し切り、60 年超え運転を認め、経産省等の
原発推進側に加担した。しかしその後、国会
でも野党議員から原発推進のＧＸ方針への批
判が続き、首相は 2 月 21 日の閣議決定を断
念せざるを得なくなった。 

規制委員会の 2 月 22 日の「第 1 回高経年

化した発電用原子炉の安全規制に関する検討
チーム 」では、今後の規制の内容の検討等に
加え、「新制度の分かりやすい説明」について
も議論になった。しかし、具体的な方策は決
まらず、1 か月を目途に規制庁が案を出すこ
とになった。首相自らが指示した「国⺠の不
安払しょくのための準備」も棚上げにして、
2 月 28 日に法案を閣議決定した。 

法案は、電気事業法（経産省）と原子炉等
規制法（規制委員会）、再エネ特措法、使用済
み核燃料再処理法、原子力基本法の改定案を
一本化して、姑息にも「束ね法案」（GX 脱炭
素電源法案）として国会に提出された。60 年
超えの危険な運転等を認める法案に対し、国
会の内外で、各地で反対の声を一層強め、廃
案に追い込もう。

 

◆運転期間の「40 年原則」の持つ意味： 

運転期間の定めは「利用政策」ではなく「安全規制」の核心 
   
この間の規制委員会での議論等で、「40 年

原則」の重要性が改めて明らかになった。未
曾有の福島原発事故の経験から、推進側から
独立した原子力規制委員会が設置された。原
子炉等規制法では、「運転期間の定め」として
「40 年、例外的に 1 回に限り 20 年の延⻑」
が定められた。規制委の山中委員⻑は、「運転
期間は利用政策の判断で、規制委が口をはさ
むものではない」と繰り返し、60 年超え運転
を推進する経産省に積極的に加担してきた。 

しかし、「運転期間の定め」は、規制委が所
掌する原子炉等規制法で定められたものであ
り、利用政策ではなく安全規制の重要な項目
だ。山中委員⻑は意図的にこれを覆い隠して
いる。金科玉条のように持ち出す「令和 2 年
の見解」について、石渡委員は「当時の議事
録を確認したが、利用政策だとの趣旨の発言
はない、どなたか発言しましたか」と問い、
他の委員は誰も答えることはできなかった。 
  
 

 
また、原発の設計寿命が約 40 年だという

ことは、議員の質問主意書に対する政府答弁
書でも明らかになっている。原子炉容器の中
性子照射による脆化等の安全の観点から決め
られたものだ。 
 さらに、2 月 22 日の「検討チーム」で石渡
委員は、米国で 80 年運転のライセンスを取
得した 6 基の原発の内、4 基が取り消しとな
っていることに触れ、これは機器の劣化評価
だけでなく、自然環境の変化等を考慮したも
ので、このような新しい観点も含むべきだと
発言した。経産省等は、米国では 80 年運転
が認められていると強調してきたが、実際は
上記のとおりだ。例えば、ターキーポイント
原発 1・2 号機は、気候危機の影響で、海面
上昇や台風による高潮、洪水等の危険から、
80 年ライセンスは取り消しとなった。しかし
日本では、このような環境変化に対応する規
制はない。 
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◆国内で最も古い高浜原発 1・2 号の再稼働を止めよう 
  

老朽原発の再稼働で先頭を行くのが関電だ。
美浜 3 号に続き、国内で最も古い高浜 1 号（運
転開始から 48 年）、高浜 2 号（同 47 年）の
再稼働（送電）を 6・7 月に狙っている。し
かし、老朽原発高浜 1・2 号は、下記のよう
に安全性に大きな問題がある。再稼働を止め
ていこう。 
①高浜 1・2 号の基準地震動は 700 ガルだが、
2020 年大阪地裁判決が認めたように、地震
規模の「ばらつき」を考慮すれば、1.5 倍の
1,100 ガルとなる。このように大きな地震が
襲えば建屋や機器の耐震安全性は成り立た
なくなる。 

②原子炉容器は中性子照射により脆
もろ

くなって
いくが、高浜 1 号はこの脆くなる温度（脆
性遷移温度）が高い。建設時の 0℃が 99℃
にも上がり、事故時に ECCS の水（約 30℃）
が注入され急に冷やされると、原子炉容器内
の表面が収縮し、小さな傷がきっかけになっ
て容器が割れる危険性がある。高浜 1 号の
脆性遷移温度は、廃炉が決まった玄海１号よ
り高く、国内で最高となっており危険だ。 

③電気ケーブルの劣化については、国は絶縁 

性能低下について具体的な審査基準も持た
ず、関電の「106 年大丈夫」という評価をそ
のまま追認している。しかし他方で、規制委
員会が 2019 年に公表したケーブルの絶縁低
下の実験では、蒸気暴露の雰囲気下では、実
験直後に電気抵抗が百万分の 1 から 1 千万
分の 1 に急低下している。このような新知
見を規制に反映するべきだが、取り入れるこ
ともしていない（美浜の会ニュース 179 号参照）。 

 さらに、関電の原発では事故が頻発してい
る。度重なる蒸気発生器細管の損傷に加え、
1 月 30 日には高浜 4 号で運転中の原子炉が自
動停止した。制御棒駆動装置に送る電流の制
御等に問題があるようだが、いまだ原因は特
定されていない。関電は、高浜 3 号（38 年）・
高浜 4 号（37 年）も 40 年超え運転に向けて
申請を準備している。しかし、福井県知事は
自動停止の原因究明が先だと述べている。 
 また関電は、前代未聞の金品受領をはじめ、
大規模な顧客情報の不正閲覧も明らかになっ
ている。コンプライアンス意識など全くない。
こんな関電に、危険な原発の運転などもって
のほかだ。

◆むつ市「中間貯蔵施設」にも、福井県内の乾式貯蔵施設にも反対し、老朽炉を止めていこう  
 政府は六ヶ所再処理工場の推進等を謳うが、
竣工の実質的な目途はなく、「核燃料サイク
ル」政策は既に破綻している。原発の使用済
燃料プールはどこも満杯に近づいており、関
電の原発の場合は 5〜7 年で一杯となり、燃
料取替はできず運転できなくなる。 

そのため関電は、福井県に対して今年 12
月までに県外での「中間貯蔵施設」の候補地
を示すと約束し、それができなければ、美浜

3 号、高浜 1・2 号の運転を停止すると表明し
ている。関電や電事連は、むつ市の「中間貯
蔵施設」の共用化を狙っている。しかし、六
ヶ所再処理工場が動かなければむつに使用済
燃料を搬入することはできない。福井県内で
は原発敷地内での乾式貯蔵の案がくすぶり続
けている。むつ市の「中間貯蔵施設」にも原
発敷地内での乾式貯蔵にも反対し、老朽原発
の運転を止めていこう。 

 
 福島原発事故から 12 年になる。わずか 12 年で事故の教訓から導かれた運転期間の「40 年原
則」を捨て去ることは許されない。全国の運動が力を合わせ、60 年超えの老朽原発運転等の法案
を廃案に追い込んでいこう。 
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いま福島第一原発の処理水の海洋放出が大きな問題になっている。その実情に照らして、六ヶ
所再処理工場からの低レベル廃液の海洋放出に改めて目を向けると、次の２点から、再処理工場
の運転自体が到底許されないものであることが明らかとなる。 
① 2007 年 10 月のアクティブ試験での海洋放出実績では、10 回放出のトリチウム平均濃度は

9,000 万 Bq/L で、福島で想定されている濃度規制値 1,500Bq/L の 6 万倍であった。再処理
工場では海洋放出の濃度規制が取り払われているためである。 

② 予定通り再処理が行われれば、毎年 9,700 兆 Bq のトリチウムが放出されるが、これはいま福
島に貯蔵されている 780 兆 Bq(2021.4)の 12.4 倍にも相当する。 

このような無謀が許されていいのだろうか。再処理自体が許されないことを如実に示している。 
 
◆六ヶ所再処理工場からの低レベル廃液の海洋放出 

 六ヶ所再処理工場内には容量 600m3 の貯蔵プール
が４基あり、１基が満杯になると６時間かけて海洋へ
放出する。放出口は右図のように、むつ小川原港の沖
合３km の水深約 50ｍの海底にある。放出された廃液
は基本的に南方に流れていくが、その途中にサーフィ
ン会場などもある。 
 実物の使用済燃料の再処理を行ったアクティブ試験
では、2007 年 10 月に 10 回の海洋放出が行われ、そ
の結果は右表のようになった。廃液の１回排出(放出)量はほぼ
プール容量の 600m3 であり、10 回合計のトリチウム放出量は
520 兆 Bq なので、2021 年 4 月福島貯蔵量 780 兆 Bq の 67％に
相当する。問題は放出濃度であり 10 回平均で 9 千万 Bq/L とな
っている。これは国の濃度規制値 6 万 Bq/L の 1,500 倍、福島
で現に採られている濃度限度 1,500Bq/L の 6 万倍に相当する。 
 このような高い濃度になるのは、再処理工場からの海洋放出
に関しては濃度限度が取り払われてしまっている結果である。
もし福島並みの濃度限度を守れば、１回の放出が現行では６時
間で済むところ６万倍の 41 年間もかかってしまう。本格運転に
なると年に 9,700 兆 Bq のトリチウムが貯まるが、福島に現存す
る量 780 兆 Bq の 12.4 倍に相当する。１回 52 兆 Bq 放出する場
合、２日に１回程度放出しなければならない。規制値があると再処理工場は廃液だらけになってしま
い、再処理自体が成り立たない。だからこそ濃度規制を取り払っているのである。 
 今年 1 月 20 日付東奥日報によれば⻘森県漁連は海洋放出は「容認できない」との意向である。福
島の６万倍もの濃度で、年に 12 倍ものトリチウムを放出する六ヶ所の海洋放出は到底認められるは
ずがない。改めて事実に基づいて海洋放出反対の声を広げ、まずは福島の放出を阻止し、六ヶ所の海
洋放出を阻止することによって再処理そのものを止めよう。 


